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３　日　程

議決事項

１　日　時

幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則及び幼稚園教育職
員の勤勉手当に関する規則の一部改正について（資料１）

「（仮称）墨田区学校改築基本計画」（案）について（資料４）

「墨田区学校施設長寿命化計画」の改定（案）について（資料５）

区立小・中学校、幼稚園の学級閉鎖（臨時休業）について（資料２）

「墨田区学力向上新３か年計画（第４次）」（案）について（資料３）
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議案第５３号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　　　令和８年度における主要な教育課題について

　別紙のとおり決定する。

令 和 7 年 12 月 4 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　令和７年度の実績を踏まえ、令和８年度における幼稚園及び小中学校の教育方針、
教育課程の編成及び具体的な教育活動に反映させるため、特に重点的に取り組むべき
課題を決定する必要がある。
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墨田区教育委員会では、「知」・「徳」・「体」のバランスのとれた幼児・児童・生徒を育成するために、

以下を主要な教育課題と捉え、各学校(園)の取組を推進する。 

 

 

 

 

 

ｊ 

            
 

 
 

 

 

 
（１）授業改善の推進・授業力の向上                    

・ 「墨田区学力向上新３か年計画」等に基づき、墨田区学習状況調査結果等を分析し、作成した「学

力向上を図るための全体計画」の下、授業のまとめ、家庭学習、単元末、学習ふりかえり期間等に「ふ

りかえりシート」等を活用し、学んだことをアウトプットするなど、誰一人取り残さず、全ての児童・

生徒に「分かる」、「できる」、「定着する」学びを実践し、実感させるとともに、基礎的・基本的な知

識・技能を確実に身に付けさせる。 

・ 一人１台端末の活用を図るための「授業改善ロードマップ」を踏まえ、ＩＣＴ機器を効果的に活用

し、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実のため、ジグソー学習等の手法を取り入

れるなど、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に努める。 

・ 児童・生徒の特性や習熟度に合わせた指導を徹底し（指導の個別化）、学習状況に応じた発展的学習

を行うとともに、１年間を見通して反復学習を行い、学習内容の確実な定着を図る。 

・ 教員が児童・生徒一人一人に応じた学習活動や学習課題に取り組む機会を提供することで、児童・

生徒が、自身の学習が最適となるような調整が図れるようにする（学習の個性化）。 

・ 探究的な学習や体験活動などを通じ、幼児・児童・生徒同士で、あるいは地域の方々をはじめ多様

な他者と協働しながら、他者を価値のある存在として尊重し、一人一人のよい点や可能性を生かすこ

とで異なる考えが組み合わさるなど、よりよい学びが生み出されるようにする（協働的な学び）。 

・ 一人１台端末と紙ベースの双方を、目的や効果に応じて適切に活用する。 

・ 学習内容の定着を図るため、アウトプットを意識した宿題、また、予習、自習として個に応じて一

人１台端末を活用した家庭学習の課題を提示するなど、家庭と連携して効果的な学習支援を行う。 

・ 学校図書館の書籍や電子書籍を積極的に活用して、読書習慣を形成する。学校及び区立図書館の資

料をはじめ、様々な情報を活用した調べ学習等を通じて、情報収集能力や情報活用能力を高める。 

・ 学習指導要領に示す各教科等の目標や内容に照らして、観点別学習状況評価の観点の趣旨に基づき

児童・生徒の学習状況を適正に評価する。評価の妥当性や信頼性、評価に関する教員の力量が高まる

よう、評価規準や評価方法等の事前の検討、事後の検証を校内で組織的に行う。また、評価の方針を

定め、事前に十分に児童・生徒及び保護者に示し、事後には、求めに応じて説明責任を果たす。 

・ 幼稚園では、豊かな環境の下で、自発的な活動としての遊びや生活での様々な体験を通して、認知・

非認知能力を育む。小・中学校では、各教科等の学習を通して、自己有用感及び自己肯定感を醸成す

るとともに、学びに向かう力の涵養や道徳性の育成など非認知能力を育む中で、「知」・「徳」・「体」の

バランスのとれた資質・能力の育成を図る。 

（２）幼保小中一貫教育の推進 

・ 「墨田区幼保小中一貫教育推進計画（令和６年度～令和 10 年度）」に基づき、取組を進める。 

・ 幼児期から小学校への架け橋期及び小学校から中学校の教科等の教育課程の円滑な接続を図るとと

令和８年度における主要な教育課題 

１ 確かな学力の定着と向上 

令和８年度重要課題 
◆ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善と確かな学力の定着 
・ 「指導の個別化」と「学習の個性化」による個別最適な学びの充実 
・ 探究的な学習等を通じた協働的な学びの充実 
・ ＩＣＴ機器等の活用、１単位時間・１単元・１年間を見通した「インプット・アウトプット」の徹底 

◆ いじめ・不登校をはじめとした様々な課題への対策強化 
・ いじめの未然防止、確実な認知による早期発見・早期対応、重大化の防止 
・ 新たな不登校、学校不適応を生まない魅力ある学校・学級づくり、未然防止 
・ 貧困や虐待など、様々な困難の解決に向けた関係機関との連携、相談体制の強化 
・ 個に応じた適切な指導・支援の推進 

◆ 自己有用感及び自己肯定感の醸成、非認知能力を育む取組の推進 
 ・ コミュニケーション能力と当事者意識の向上、幼保小中を見通した学びの連続性 
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もに、中学校の通学区域で分かれている 10 のブロックごとに目標を設定し、その達成を目指す。ま

た、幼児期から義務教育終了までの学びの連続性を踏まえた指導や幼児・児童・生徒同士の交流及び

教員同士の授業研究などの合同研修による連携・協働を進める。 

（３）幼保小中を通じての英語活動、英語教育の推進 
・ 学校での英語活動、英語教育との連続性を踏まえ、幼児から英語に触れる機会を設定するとともに、

幼保小中を通じて英語活動、英語教育の円滑な連携を図る。 

・ ＮＴ（ネイティブ・ティーチャー）等を効果的に活用することで英語教育の一層の充実を図り､英語

によるコミュニケーションの基礎となる資質・能力の向上を図る。 

（４）国際理解教育の推進 
・ 葛飾北斎と北斎に関連した事柄を題材にした授業を実施し､北斎の作品や生き方を学ぶ。また、地

域や地域にゆかりのある人物についての授業を通して、郷土への誇りや郷土愛を深める。 

・ 各教科等を通して、我が国と世界の国々の歴史・文化・習慣などを学んだり、外国人と交流する機

会を設けたりするなど、異文化との相互理解を深め、共生社会の一員として生きていくために必要な

力を身に付けられるようにする。 

・ 中学生の海外派遣事業による、外国の生徒との交流やホームステイ等をはじめとした外国での生活・

文化交流を通して、将来、国際社会で活躍することのできる人材を育成する。 

（５）今日的な教育課題への取組の推進 
・ 各学校は、持続可能な社会の創り手の育成を目指した教育（ＥＳＤ）を推進し、日常の授業を通し

て児童・生徒のＳＤＧｓ目標達成への意識を高める。 

・ 実生活、実社会における課題の解決に際して、各教科等で学んだことを活用しながら課題設定、情

報の収集、整理・分析、まとめ・表現を行う等、教科等横断的な探究的な学習を行う。 

 ・ 主権者教育について、中学生区議会の取組の成果を校内で報告する機会を設定するなど、よりよい

社会の実現を視野に主体的に国家及び社会の形成に参画するために必要な資質・能力を育む。 

 
 

 
 

（１）人権教育・道徳教育の推進 
・ 学校(園)の全教育活動を通じて、幼児・児童・生徒の発達の段階に応じて行う人権教育において、人

権の意義や重要性について理解し、自分を大切にするとともに、自分と同じように他の人の大切さを

認め、具体的な態度や行動に表すことができるよう指導を行う。 

・ 幼児・児童・生徒の自己有用感及び自己肯定感の醸成、意欲、探究心、粘り強さ、協働性等の非認

知能力を育む取組を推進する。 

・ 「特別の教科 道徳」において、物事を多面的・多角的に考え、議論する学習活動を展開し、道徳

的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる。また、「道徳授業地区公開講座」等を通じて、家庭や地

域と連携した道徳教育の一層の充実を図る。 

（２）いじめ・不登校をはじめとした様々な課題への対策強化 
・ 墨田区いじめ防止対策推進条例や「墨田区教育委員会いじめ防止プログラム（平成 30 年改定）」に

基づき、「学校いじめ防止対策基本方針」を策定し、常設の「学校いじめ対策委員会」等で組織的に対

応することを通して、いじめの定義に基づき、軽微ないじめも見逃さず確実に認知し、組織的に対応

するなど、いじめの未然防止、早期発見・早期対応・早期解決、重大化の防止に努める。 

・ 児童会・生徒会によるいじめ防止に関する主体的な取組を支援し、日頃からいじめをしない、させ

ない、許さないとの共通認識をもつよう徹底させるとともに、関係機関との連携、家庭や地域の理解・

協力のもと、様々な教育活動の機会を捉えて、「やさしさ」や「おもいやり」の心を育み、自他を認め

合う指導を行うなど、いじめ防止の取組を推進する。 

・ 「墨田区立学校不登校対策基本方針」に基づき、「心の居場所」となり、児童・生徒が行きたいと思

う魅力ある学校・学級づくりを行う。また、児童・生徒の自己有用感及び自己肯定感を醸成し、自分

の気持ちと向き合う力や前向きに考える力を養い、不登校の未然防止に努める。 

・ 不登校及び不登校傾向、学校不適応の状況が見られる児童・生徒への支援や配慮等について、校内

はもとより幼稚園・保育所・小学校・中学校間で情報を共有し組織的に対応するとともに、スクール・

カウンセラーやスクール・ソーシャル・ワーカー、スモールステップルーム、不登校対応巡回教員、

２ 豊かな心の育成と体力の向上に向けた取組の推進 
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チャレンジ学級、子供支援教室及び教育支援センターの活用とともに、関係機関と連携し、未然防止・

早期の復帰や社会的自立に向けた支援を図る。 

・ 一人１台端末を活用し、様々な事情により学校・学級で学べない児童・生徒に対するオンライン等

による学習習慣の確立、学びの保障を行うとともに、相談活動を工夫するなど、心のケアを行う。 

・ いじめ・不登校等における様々な困難の早期発見・早期対応を目指し、重大化の防止のために、一

人１台端末を活用したＳＮＳ相談窓口、ＷＥＢ健康観察システムの活用を図る。 

・ 日々の教育活動を充実させるために、児童・生徒の心理的な状況を把握する「質問紙」を活用し、

児童・生徒一人一人の実態や学級の状況を正確に把握し、多様なニーズを踏まえた必要な手だてを講

じたうえで、その効果を検証し、指導改善に役立てる。 

・ 夢や希望の実現に向けて日々努力し続けていけるよう、失敗しても諦めない経験を積み重ねるとと

もに、幼児・児童・生徒の心と体の安全性を確保する。 

・ キャリアパスポートを活用し、児童・生徒の自己理解を深め、将来の進路や生き方を主体的に考え

る力を育むなど、キャリア教育を推進する。 

・ 貧困や虐待、ヤングケアラー等の問題について、早期発見・早期対応、関係機関との連携を迅速・

的確に進めるとともに、専門家を活用した相談体制の機能強化を図るなど、きめ細かく対応する。 

・ 区や学校が定めた一人１台端末の利用ルールや約束を守る指導を徹底するとともに、「情報モラル

指導モデルカリキュラム」や「ＧＩＧＡワークブックとうきょう」を活用した授業を計画的に行うこ

とで、家庭と連携して児童・生徒が適切に情報を取り扱う態度を育てる。 

（３）体力向上を図る取組の推進 
・ 体力調査結果の分析を踏まえた「体力向上プラン」を策定し、「一校(園)一取組」運動を充実させる。 

・ 授業・行事等での運動の質と量を確保し、体力向上の取組を、年間を通して継続的に行う。 

（４）個別の課題に応じた適切な指導の推進 
・ 幼児・児童・生徒一人一人の多様性を尊重し、その可能性を最大限に伸ばすという考えに基づき、

学習活動に参加している実感や達成感を味わわせるとともに、相互に助け合う気持ちや他者を思いや

る気持ち等、豊かな心の育成を図る。 

 ・ 「障害者差別解消法」に基づき、障害のある幼児・児童・生徒に対し、その状況に応じた合理的配

慮を提供する。 

・ 障害の有無にかかわらず、共に学び、体験し、相互理解を深めるインクルーシブ教育システムを構

築し、通常の学級や特別支援教室で、発達障害等のある児童・生徒への適切な指導を行うとともに、

交流及び共同学習や副籍制度による交流活動を推進することで、特別支援教育について保護者の理解

を一層深める。 

・ 外国につながりのある幼児・児童・生徒の文化的背景・生活習慣を十分に理解して指導を行う。ま

た、生活や学習における日本語の習得が十分でない児童・生徒には、「日本語通級指導教室」や「すみ

だ国際学習センター」と連携するとともに、ＤＬＡ＊を活用するなど日本語指導等の充実を図ること

で、共生社会の一員として必要な力を身に付けられるようにする。 

・ 特別支援学級や特別支援教室、日本語指導等、個別に配慮を要する幼児・児童・生徒の指導におい

て、特性に応じて音声教材等、一人１台端末を効果的に活用したり、専門家や関係機関と連携したり

するなど、個別の課題に応じた効果的できめ細やかな指導の充実を図る。 
（＊文化的言語的に多様な背景を持つ外国人児童生徒等のための対話型アセスメント） 

 
 

 

（１）地域の人材等を活用した教育の推進 
・ 「社会に開かれた教育課程」の理念を取り入れ、学習指導要領の趣旨・内容を保護者や地域の方々

と共有し、地域と連携・協働しながら目指すべき学校教育を推進する。 

・  地域の特色を生かし、地域人材や施設、企業等を活用した体験的な授業や学校(園)行事等を通じて、

地域を愛する心を育み、将来への夢や希望をもち､望ましい勤労観･職業観をもてるようにする。 

・ 地域資源、外部指導員等を活用した部活動の地域展開を推進する。 

・ 墨田区学校支援ネットワーク事業の活用など必要な人的・物的資源等を地域等の外部の資源も含め、

効果的に組み合わせ、活用することで、教育内容の充実を図る。 

（２）安全・防災教育の推進 

・ 防災に関するデジタル教材を活用した授業や災害や危険等発生時など、様々な状況を想定した避難

３ 地域と連携した取組の推進 
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訓練、中学校の普通救命講習等を実施することで「危険を予測し回避する能力」や「他者や社会の安

全に貢献できる資質や能力」を、幼児・児童・生徒の発達の段階に応じて身に付けるようにする。 

・ 東日本大震災や風水害等の教訓を踏まえた防災教育として、様々な危機的状況を想定した地域との

連携による訓練等を実施することで、学校の災害対応能力、危機管理能力を高める。 

（３）区立図書館と連携した教育活動の推進 
・ 「墨田区子ども読書活動推進計画（第５次）」に基づき、学校図書館の書籍や電子書籍の一層の活用

を図るとともに、区立図書館と連携し、幼児・児童・生徒の読書に親しむ習慣を形成する。また、学

習の基礎となる語彙力や表現力などの諸能力の育成につなげるようにする。 

（４）平和教育の充実と共生社会の実現に向けた取組の推進 
・ 東京大空襲の教訓を踏まえ、すみだ郷土文化資料館を活用した授業や大空襲体験者から話を聞く学

習等を通して、平和に対する意識を高め、平和教育の充実を図る。 

・ 共生社会の実現に向けて、家庭や地域等と連携を図りながら、これからも継続させる活動を、各学

校で「学校 2020 レガシー」として設定する。 
 

 

 
 

（１）カリキュラム・マネジメントの確立 
・ 学校(園)で、各教科等の教育内容を学校(園)の教育目標、経営方針、研究主題等の柱として、その目

標の達成に必要な教育の内容を地域の人的・物的資源等を活用しながら、探究的・横断的に配列する。 

・ 学校(園)で、教育内容の質の向上に向けて、幼児・児童・生徒の実態や各種調査データ等に基づき、

教育課程を編成し、適切な実施及び評価を通じて常に改善を図るなど、教育課程の進行管理に努める。 

（２）学校経営の充実 
・ 校(園)長は、様々な機会に保護者や地域に対し経営方針・経営計画を周知するとともに、学校(園)と

保護者や地域に対し目標を共有して協働活動を推進する。 

・ 学校(園)は、自己評価及び中間評価等の学校評価を実施し、結果や改善策を保護者や地域に示すな

どして教育活動の改善・充実を図る。 

・ 学校(園)は、学校運営連絡協議会等において学校(園)経営に関する意見交換を行い、学校関係者評価

を実施して、さらなる学校(園)経営の改善・充実を図る。また、コミュニティ・スクール（学校運営協

議会制度）の仕組みを順次導入し、「地域とともにある学校」への転換を図る。 

（３）教員の組織的・計画的な人材育成等 
・ 校(園)長は､組織的なＯＪＴ体制を確立し、職層ごとの役割を明確にした教員の育成を図る。 

・ 校(園)長は､校(園)内研究や校(園)内外の研修会に意欲的に参加し、自らの指導力を向上させようとす

る教員の育成を図る。 

・  校(園)長は､管理職と教職員や教職員同士のコミュニケーションを円滑に図り､良好な職場環境を醸

成してメンタルヘルス対策を徹底する｡ 

・ 校(園)長は､服務事故防止に係る年間計画に基づき、計画的に研修を行い実践に結び付けるとともに、

日常的にコンプライアンス（法令遵守）を徹底する。 

（４）体罰、暴言、不適切な指導や性犯罪・性暴力等の根絶 
・  学校(園)は、外部指導員等を含めた全教職員が｢体罰防止セルフチェック｣を実施して自己の指導を

定期的に見直すとともに､研修等で､体罰や暴言、不適切な指導等は人権侵害であるとの認識をもち、

教員一人一人が体罰等を行わないと強く自覚し実践するよう徹底する。 

・ 校(園)長は､「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」に基づき、性犯罪・性暴力を起こさせないため、

研修を強化するとともに、教室等校内の環境づくりをする。 

（５）教員の人権感覚や人権意識、危機管理意識の向上 
・ 学校(園)は、東京都教育委員会作成の人権教育プログラム・安全教育プログラムを活用した教育計

画の見直しや研修会の計画的な実施等を通して、教員の人権感覚を磨き、人権意識を高めるとともに、

危機管理意識の向上を図る。 

・ 学校(園)は、性自認・性的指向等について、教員が正しい理解と認識を深められるようにするとと

もに、保護者の意向等を踏まえ、関係機関との連携を密にしながら、きめ細かく対応する。 

４ 学校マネジメントの強化 
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幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則及び幼稚

園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部改正について 

 

１ 理由 

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、関係規則の規定整

備を行う必要がある。 

 

２ 改正規則及び改正概要 

（１）幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則 

   給料表の改定に伴い、昇格時対応号給表を改定する。    

（２）幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則 

   一般職員及び管理職員の勤勉手当の支給月数並びに勤勉手当に係る減額

事由の区分及び減額率を改める。 

 

３ 教育長の臨時代理 

  本件については、幼稚園教育職員の給与に関する条例の改正と併せて施行

する必要があるが、これらの条例の公布から施行までの間、教育委員会定例

会を開催するいとまがないため、墨田区教育委員会の権限に属する事務の委

任等に関する規則第３条第１項の規定に基づき、令和７年１１月２８日付け

で、教育長の臨時代理により決定した。 

 

４ 新旧対照表 

  別紙のとおり 

 

５ 施行期日等 

（１）幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則 

   公布の日（本年４月１日から適用） 

（２）幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則 

  ア 勤勉手当の支給月数の改正規定 公布の日 

  イ 減額事由の区分及び減額率の改正規定 本年１２月２日 
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幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正す

る規則 

幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（平成１２年墨田区教育委

員会規則第９号）の一部を次の表のように改正する。 

 （下線部分は改正部分） 

改   正   後 改   正   前 
  
別表第３ 昇格時対応号給表 

昇格した日の前日
に受けていた号給 

昇格後の号給 

号 給 ２級 ３級 ４級 

１～４１ 〔略〕 

４２ 〔略〕 ２５ 〔略〕 

４３ 〔略〕 ２６ 〔略〕 

４４ 〔略〕 ２６ 〔略〕 

４５ 〔略〕 ２７ 〔略〕 

４６ 〔略〕 ２７ ３３ 

４７ 〔略〕 ２８ ３４ 

４８ 〔略〕 ２８ ３４ 

４９ 〔略〕 ２９ ３５ 

５０ 〔略〕 ３０ ３５ 

５１ 〔略〕 ３１ ３６ 

５２ 〔略〕 〔略〕 ３６ 

５３ 〔略〕 〔略〕 ３７ 

５４ 〔略〕 ３３ ３８ 

５５ 〔略〕 ３４ ３９ 

５６ 〔略〕 ３４ ４０ 

５７ 〔略〕 ３５ ４１ 

５８ 〔略〕 ３５ ４１ 

５９ 〔略〕 ３６ ４２ 

６０ 〔略〕 ３６ ４２ 

６１ 〔略〕 ３７ ４３ 

６２ 〔略〕 ３７ ４３ 

６３ 〔略〕 ３８ ４４ 

６４ 〔略〕 ３８ ４４ 

６５ 〔略〕 ３９ ４５ 

６６ 〔略〕 ３９ ４６ 

別表第３ 〔同左〕 
昇格した日の前日
に受けていた号給 

昇格後の号給 

号 給 ２級 ３級 ４級 

１～４１ 〔略〕 

４２ 〔略〕 ２６ 〔略〕 

４３ 〔略〕 ２７ 〔略〕 

４４ 〔略〕 ２８ 〔略〕 

４５ 〔略〕 ２９ 〔略〕 

４６ 〔略〕 ２９ ３４ 

４７ 〔略〕 ３０ ３５ 

４８ 〔略〕 ３０ ３６ 

４９ 〔略〕 ３１ ３７ 

５０ 〔略〕 ３１ ３７ 

５１ 〔略〕 ３２ ３８ 

５２ 〔略〕 〔略〕 ３８ 

５３ 〔略〕 〔略〕 ３９ 

５４ 〔略〕 ３４ ３９ 

５５ 〔略〕 ３５ ４０ 

５６ 〔略〕 ３６ ４０ 

５７ 〔略〕 ３７ ４１ 

５８ 〔略〕 ３７ ４２ 

５９ 〔略〕 ３８ ４３ 

６０ 〔略〕 ３８ ４４ 

６１ 〔略〕 ３９ ４５ 

６２ 〔略〕 ３９ ４５ 

６３ 〔略〕 ４０ ４６ 

６４ 〔略〕 ４０ ４６ 

６５ 〔略〕 ４１ ４７ 

６６ 〔略〕 ４１ ４７ 
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６７ 〔略〕 ４０ ４７ 

６８ 〔略〕 ４０ 〔略〕 

６９ 〔略〕 ４１ 〔略〕 

７０ 〔略〕 ４１ 〔略〕 

７１ 〔略〕 ４２ 〔略〕 

７２ 〔略〕 ４２ 〔略〕 

７３ 〔略〕 ４３ 〔略〕 

７４ 〔略〕 ４３ 〔略〕 

７５ 〔略〕 ４４ 〔略〕 

７６ 〔略〕 ４４ 〔略〕 

７７ 〔略〕 ４５ 〔略〕 

７８ 〔略〕 ４５ ５７ 

７９ 〔略〕 ４６ ５８ 

８０ 〔略〕 ４６ ５８ 

８１ 〔略〕 ４７ ５９ 

８２ ４１ ４７ ５９ 

８３ ４２ ４８ ６０ 

８４ ４２ ４８ ６０ 

８５ ４３ ４９ ６１ 

８６ ４３ ５０ ６２ 

８７ ４４ ５１ ６３ 

８８ ４４ ５２ 〔略〕 

８９ ４５ ５３ 〔略〕 

９０ ４６ ５３ 〔略〕 

９１ ４７ ５４ 〔略〕 

９２ ４８ ５４ 〔略〕 

９３ ４９ ５５ 〔略〕 

９４ ５０ ５５ 〔略〕 

９５ ５１ ５６ 〔略〕 

９６ ５２ ５６ 〔略〕 

９７ ５３ ５７ 〔略〕 

９８ ５３ ５８ 〔略〕 

９９ ５４ ５９ 〔略〕 

１００ ５４ ６０ 〔略〕 

１０１ ５５ ６１ 〔略〕 

１０２ ５５ ６２ ７７ 

１０３ ５６ ６３ ７８ 

６７ 〔略〕 ４２ ４８ 

６８ 〔略〕 ４２ 〔略〕 

６９ 〔略〕 ４３ 〔略〕 

７０ 〔略〕 ４３ 〔略〕 

７１ 〔略〕 ４４ 〔略〕 

７２ 〔略〕 ４４ 〔略〕 

７３ 〔略〕 ４５ 〔略〕 

７４ 〔略〕 ４６ 〔略〕 

７５ 〔略〕 ４７ 〔略〕 

７６ 〔略〕 ４８ 〔略〕 

７７ 〔略〕 ４９ 〔略〕 

７８ 〔略〕 ５０ ５８ 

７９ 〔略〕 ５１ ５９ 

８０ 〔略〕 ５２ ６０ 

８１ 〔略〕 ５３ ６１ 

８２ ４２ ５３ ６１ 

８３ ４３ ５４ ６２ 

８４ ４４ ５４ ６２ 

８５ ４５ ５５ ６３ 

８６ ４６ ５５ ６３ 

８７ ４７ ５６ ６４ 

８８ ４８ ５６ 〔略〕 

８９ ４９ ５７ 〔略〕 

９０ ５０ ５８ 〔略〕 

９１ ５１ ５９ 〔略〕 

９２ ５２ ６０ 〔略〕 

９３ ５３ ６１ 〔略〕 

９４ ５３ ６１ 〔略〕 

９５ ５４ ６２ 〔略〕 

９６ ５４ ６２ 〔略〕 

９７ ５５ ６３ 〔略〕 

９８ ５５ ６３ 〔略〕 

９９ ５６ ６４ 〔略〕 

１００ ５６ ６４ 〔略〕 

１０１ ５７ ６５ 〔略〕 

１０２ ５８ ６６ ７８ 

１０３ ５９ ６７ ７９ 
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１０４ ５６ ６４ ７８ 

１０５ ５７ ６５ ７９ 

１０６ ５８ ６５ ７９ 

１０７ ５９ ６６ ８０ 

１０８ ６０ ６６ ８０ 

１０９ ６１ ６７ ８１ 

１１０ ６１ ６７ ８２ 

１１１ ６２ ６８ ８３ 

１１２ ６２ ６８ 〔略〕 

１１３ ６３ ６９ 〔略〕 

１１４ ６３ ７０  

１１５ ６４ ７１  

１１６ ６４ ７２  

１１７ ６５ ７３  

１１８ ６５ ７４  

１１９ ６６ ７５  

１２０ ６６ ７６  

１２１ ６７ ７７  

１２２ ６７ ７７  

１２３ ６８ ７８  

１２４ ６８ ７８  

１２５ ６９ ７９  

１２６ ６９ ７９  

１２７ ７０ ８０  

１２８ ７０ ８０  

１２９ ７１ ８１  

１３０ ７１   

１３１ ７２   

１３２ ７２   

１３３ ７３   

１３４ ７３   

１３５ ７４   

１３６ ７４   

１３７ ７５   

１３８ ７５   

１３９ ７６   

１４０ ７６   

１０４ ６０ ６８ ８０ 

１０５ ６１ ６９ ８１ 

１０６ ６１ ７０ ８１ 

１０７ ６２ ７１ ８２ 

１０８ ６２ ７２ ８２ 

１０９ ６３ ７３ ８３ 

１１０ ６３ ７４ ８３ 

１１１ ６４ ７５ ８４ 

１１２ ６４ ７６ 〔略〕 

１１３ ６５ ７７ 〔略〕 

１１４ ６５ ７７  

１１５ ６６ ７８  

１１６ ６６ ７８  

１１７ ６７ ７９  

１１８ ６７ ７９  

１１９ ６８ ８０  

１２０ ６８ ８０  

１２１ ６９ ８１  

１２２ ６９ ８２  

１２３ ７０ ８３  

１２４ ７０ ８４  

１２５ ７１ ８５  

１２６ ７１ ８６  

１２７ ７２ ８７  

１２８ ７２ ８８  

１２９ ７３ ８９  

１３０ ７３   

１３１ ７４   

１３２ ７４   

１３３ ７５   

１３４ ７５   

１３５ ７６   

１３６ ７６   

１３７ ７７   

１３８ ７７   

１３９ ７８   

１４０ ７８   
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１４１ ７７   

１４２ ７７   

１４３ ７８   

１４４ ７８   

１４５ ７９   

１４６ ７９   

１４７ ８０   

１４８ ８０   

１４９ ８１   

１５０ ８２   

１５１ ８３   

１５２・１５３ 〔略〕 

１５４ ８５   

１５５ ８６   

１５６ ８６   

１５７ ８７   

１５８ ８７   

１５９ ８８   

１６０ ８８   

１６１ ８９   

１６２ ９０   

１６３ ９１   

１６４～１６９ 〔略〕 

  

１４１ ７９   

１４２ ７９   

１４３ ８０   

１４４ ８０   

１４５ ８１   

１４６ ８１   

１４７ ８２   

１４８ ８２   

１４９ ８３   

１５０ ８３   

１５１ ８４   

１５２・１５３ 〔略〕 

１５４ ８６   

１５５ ８７   

１５６ ８８   

１５７ ８９   

１５８ ８９   

１５９ ９０   

１６０ ９０   

１６１ ９１   

１６２ ９１   

１６３ ９２   

１６４～１６９ 〔略〕 
 

  

   付 則 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の幼稚園教育職員の初任

給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、令和７年４月１日から適用する。 
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   幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則（平成１２年墨田区教育委員会規則第１５

号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 
  
 （支給割合） 
第４条 条例第３０条第２項の教育委員会規

則で定める支給割合は、次の各号に掲げる

職員の区分に応じ当該各号に定める割合に

勤務期間におけるその者の別表第１左欄に

掲げる欠勤等日数の区分に応じ同表右欄に

定める割合を乗じて得た割合に次項に規定

する成績率を乗じて得た割合とする。 
 ⑴ 法第２２条の４第１項又は第２２条の

５第１項の規定により採用された職員（以

下「定年前再任用短時間勤務職員」とい

う。）以外の職員 １００分の１２０（条

例第９条の規定により管理職手当の支給

を受ける職員にあっては１００分の１３

７．５） 
 ⑵ 定年前再任用短時間勤務職員 １００

分の６０（条例第９条の規定により管理

職手当の支給を受ける職員にあっては１

００分の６８．７５） 
２・３ 〔略〕 
 
別表第２ 
 ⑴ 条例第９条の規定により管理職手当の

支給を受ける職員以外の職員 
減額事由 減額率 

私事欠勤等の取扱いを受けた

期間が８日以上あること。 
１００分の１００ 

私事欠勤等の取扱いを受けた

期間が７日あること。 
１００分の８０ 

私事欠勤等の取扱いを受けた

期間が５日又は６日あること。 
１００分の６０ 

私事欠勤等の取扱いを受けた

期間が４日あること。 
１００分の４０ 

私事欠勤等の取扱いを受けた

期間が３日あること。 
１００分の２０ 

私事欠勤等の取扱いを受けた

期間が２日あること。 
１００分の１０ 

  

 〔同左〕 

第４条 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 法第２２条の４第１項又は第２２条の

５第１項の規定により採用された職員（以

下「定年前再任用短時間勤務職員」とい

う。）以外の職員 １００分の１１７．

５（条例第９条の規定により管理職手当

の支給を受ける職員にあっては１００分

の１３５） 
 ⑵ 定年前再任用短時間勤務職員 １００

分の５７．５（条例第９条の規定により

管理職手当の支給を受ける職員にあって

は１００分の６６．２５） 
２・３ 〔略〕 
 

別表第２ 

 ⑴ 〔同左〕 

 
減額事由 減額率 

私事欠勤等の取扱いを受けた

期間が９日以上あること。 
〔同左〕 

私事欠勤等の取扱いを受けた

期間が７日又は８日あること。 
１００分の７０ 

〔同左〕 １００分の５０ 

〔同左〕 １００分の３０ 

〔同左〕 １００分の１０ 

〔同左〕 １００分の５ 
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法第２９条の規定により停職

の処分をされたこと。 

１回につき１００

分の５０ 

法第２９条の規定により減給

の処分をされたこと。 

１回につき１００

分の３５ 

法第２９条の規定により戒告

の処分をされたこと。 

１回につき１００

分の２０ 

 
 ⑵ 条例第９条の規定により管理職手当の

支給を受ける職員 
減額事由 減額率 

私事欠勤等の取扱いを受けた

期間が５日以上あること。 
１００分の１００ 

私事欠勤等の取扱いを受けた

期間が４日あること。 
１００分の６０ 

私事欠勤等の取扱いを受けた

期間が３日あること。 
１００分の３０ 

私事欠勤等の取扱いを受けた

期間が２日あること。 
１００分の２０ 

法第２９条の規定により停職

の処分をされたこと。 

１回につき１００

分の７５ 

法第２９条の規定により減給

の処分をされたこと。 

１回につき１００

分の５０ 

法第２９条の規定により戒告

の処分をされたこと。 

１回につき１００

分の２５ 

   

  

〔同左〕 
１回につき１００

分の２０ 

〔同左〕 
１回につき１００

分の１５ 

〔同左〕 
１回につき１００

分の１０ 

 

 ⑵ 〔同左〕 

 
減額事由 減額率 

〔同左〕 〔同左〕 

〔同左〕 〔同左〕 

〔同左〕 １００分の２０ 

〔同左〕 １００分の１０ 

〔同左〕 〔同左〕 

〔同左〕 〔同左〕 

〔同左〕 〔同左〕 
 

  

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第２の改正規定は、令和７年１

２月２日から施行する。 
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区立小・中学校、幼稚園の学級閉鎖（臨時休業）について 
 

１ 学級閉鎖措置の状況 
 【感染症等に伴う学級閉鎖（臨時休業・時間短縮）の状況】 

学 校 名 学年・学級 臨 時 休 業 の 期 間 感 染 症 種 別 
立花吾嬬の森小学校 なのはな 令和７年１１月１２日(水)から  11 月 13 日(木)まで インフルエンザ 
押 上 小 学 校 ２年１組 令和７年１１月１４日(金)から 11 月 14 日(金)まで 感染性胃腸炎 
第三吾嬬小学校 ４年１組 令和７年１１月１４日(金)から 11 月 14 日 (金 )ま で インフルエンザ 
第三吾嬬小学校 ４年３組 令和７年１１月１４日(金)から 11 月 14 日 (金 )ま で インフルエンザ 
小 梅 小 学 校 ５年２組 令和７年１１月１４日(金)から 11 月 15 日(土)まで インフルエンザ 
第二寺島小学校 １年３組 令和７年１１月１４日(水)から 11 月 17 日(月)まで インフルエンザ 
小 梅 小 学 校 ３年１組 令和７年１１月１５日(土)から 11 月 17 日(月)まで インフルエンザ 
小 梅 小 学 校 ４年３組 令和７年１１月１５日(土)から 11 月 17 日(月)まで インフルエンザ 
小 梅 小 学 校 ３年３組 令和７年１１月１７日(月)から  11 月 1８ 日 (火 )ま で インフルエンザ 
墨 田 中 学 校 １年 D 組 令和７年１１月１７日(月)から  11 月 １ ９ 日 (水)ま で インフルエンザ 
墨 田 中 学 校 ３年 C 組 令和７年１１月１７日(月)から 11 月 １ ９ 日 (水)ま で インフルエンザ 
墨 田 中 学 校 ３年 D 組 令和７年１１月１７日(月)から 11 月 １ ９ 日 (水)ま で インフルエンザ 
第三吾嬬小学校 ６年１組 令和７年１１月１８日(火)から 11 月 １ ９ 日 (水)ま で インフルエンザ 
二 葉 小 学 校 １年３組 令和７年１１月１８日(火)から  11 月２０日(木)まで インフルエンザ 
二 葉 小 学 校 ４年４組 令和７年１１月１８日(火)から 11 月２０日(木)まで インフルエンザ 
小 梅 小 学 校 ２年２組 令和７年１１月１８日(火 ) か ら 11 月２０日(木)まで インフルエンザ 
小 梅 小 学 校 ２年３組 令和７年１１月１８日(火)から  11 月２０日(木)まで インフルエンザ 
第 一 寺 島 小 学 校 １年１組 令和７年１１月１８日(火)から 11 月２０日(木)まで 水 痘 
第 一 寺 島 小 学 校 ６年１組 令和７年１１月１８日(火)から 11 月２０日(木)まで インフルエンザ 
八 広 小 学 校 １年１組 令和７年１１月１８日(火)から 11 月２０日(木)まで インフルエンザ 
八 広 小 学 校 ２年３組 令和７年１１月１８日(火)から 11 月２０日(木)まで インフルエンザ 
八 広 小 学 校 ２年４組 令和７年１１月１８日(火)から 11 月２０日(木)まで インフルエンザ 
八 広 小 学 校 ４年２組 令和７年１１月１８日(火)から 11 月２０日(木)まで インフルエンザ 
外 手 小 学 校 ３年３組 令和７年１１月１９日(水)から  11 月 ２ １ 日 (金)ま で インフルエンザ 
第二寺島小学校 ４年３組 令和７年１１月１９日(水)から 11 月 ２ １ 日 (金)ま で インフルエンザ 
中 川 小 学 校 １年２組 令和７年１１月１９日(水)から  11 月 ２ １ 日 (金)ま で インフルエンザ 
中 川 小 学 校 ５年１組 令和７年１１月１９日(水)から 11 月 ２ １ 日 (金)ま で インフルエンザ 
中 川 小 学 校 ５年２組 令和７年１１月１９日(水)から 11 月 ２ １ 日 (金)ま で インフルエンザ 
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梅 若 小 学 校 ４年１組 令和７年１１月１９日(水)から 11 月 ２ １ 日 (金)ま で インフルエンザ 
第 四 吾 嬬 小 学 校 ４年１組 令和７年１１月２０日(木)から  11 月 ２ １ 日 (金)ま で インフルエンザ 
吾嬬第二中学校 １年２組 令和７年１１月２０日(木)から  11 月 ２ １ 日 (金)ま で インフルエンザ 
第 一 寺 島 小 学 校 ４年１組 令和７年１１月２１日(金)から  11 月 ２ １ 日 (金)ま で インフルエンザ 
第二寺島小学校 ２年１組 令和７年１１月２１日(金)から  11 月 ２ １ 日 (金)ま で インフルエンザ 
第二寺島小学校 くすのき 令和７年１１月２６日(水)から  11 月 ２ ７ 日 (木 )ま で インフルエンザ 
第 一 寺 島 小 学 校 ２年２組 令和７年１１月２７日(木)から  11 月 ２ ９ 日 (土 )ま で インフルエンザ 

 
≪参考≫ 

学校において予防すべき感染症の拡大防止のための臨時休業（学級閉鎖）期間及び
その取り扱い 
〇臨時休業（学級閉鎖）期間 

感染症 欠席率 臨時休業期間 備考 
新型コロナウイルス感染症 
季節性インフルエンザ 等 

20〜30％ ３日間程度 
臨時休業期間は、学校医等に相談の 
うえ、状況に応じて判断する 

※ 臨時休業期間は、学校医に相談のうえ状況に応じて短縮・延⻑することを可能としている。 
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１ 策定にあたって
「墨田区学力向上新３か年計画（第４次）」は、これまでの成果と課題を

的確に捉え、認知能力と非認知能力の両者を効果的に結び付けた指導のあり
方が学力向上の今後の鍵と考え、児童・生徒の可能性を最大限に引き出す取
組を推進する。

墨田区学力向上新３か年計画（第４次）（案）（概要版）

1

３ 計画の期間
令和８年度から令和１０年度まで

２ 計画の位置付け
本計画は、「知（確かな学力）」に関する理念を具現化するための計画で

あり、「墨田区教育施策大綱」、「すみだ教育指針」を踏まえて策定する。
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４ 現状

2

墨田区学習状況調査の結果
（全国平均を上回った観点の割合）

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

H28年度 R5年度 R6年度 R7年度

小学校

平均+5 平均以上 平均以下 平均-5

0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%

100.0%

H28年度 R5年度 R6年度 R7年度

中学校

平均+5 平均以上 平均以下 平均-5

66.7%
77.8% 83.3%

全国学力・学習状況調査の結果
（全国平均との差）

-1.6 

2.8 2.7 3.1 

-1.8 

5.5 
4.4 

5.8 

2.0 
2.7 

3.9 

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

H28年度 R5年度 R6年度 R7年度

小学校

国語 算数 理科

0.7 
1.2 1.3 

1.8 

-1.1 

1.0 
1.9 

3.8 

-2.0 

0.7 

2.3 

1.0 

2.4 

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

H28年度 R5年度 R6年度 R7年度

中学校

国語 数学 理科 英語

97.0%
92.1%

90.2%

小学校、中学校共に、学力は着実に向上している。

墨田区学力向上新３か年計画（第４次）（案）（概要版）

24.6%

18.6%

（理科はR4の結果）

（理科はR4の結果）

※理科及び英語は３年に１回
の頻度で実施されている。

※理科は３年に１回の頻度で
実施されている。

（理科はH30、
英語はH31の結果）

（理科はH30の結果）
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５ 課題
■Ｄ・Ｅ層（学力低位層）の児童・生徒の割合

■目標に向けていつもコツコツ学習している
児童・生徒の割合

墨田区学力向上新３か年計画（第４次）（案）（概要版）

3

学力は着実に向上し、Ａ・Ｂ層（学力上位
層）の児童・生徒は多くなったが、Ｄ・Ｅ層
の児童・生徒も多い学年・教科もある。

令和7年度
目標令和７年度令和４年度令和元年度平成28年度教科学年

２５％２７.２％２９.４％２９.３％２９.７％国語

小６
３０％２９.２％３０.０％３１.５％３８.９％社会
２５％３１.２％２７.７％３２.７％４３.３％算数
３０％３２.８％２８.１％３５.５％４２.３％理科
３０％１６.５％１４.６％−−英語
２５％２９.９％２７.７％３２.２％３１.５％国語

中３
３５％４６.９％４５.４％４８.４％５０.３％社会
３０％３９.０％４２.３％３８.９％４２.７％数学
３５％４４.２％４８.０％４９.１％５７.５％理科
３０％４１.３％３７.６％３６.７％４０.２％英語

令和７年度
目標令和７年度令和４年度令和元年度平成28年度学年

７０％６２.5％６３.２％６６.７％６０.５％小６

６０％６４.0％６１.４％５６.０％４７.１％中３

■A・B・C層の児童・生徒を更に伸ばす必
要がある。

■Ｃ・Ｄ・E層の児童・生徒を上位層に引
き上げる必要がある。
■全ての児童・生徒がコツコツ学習を積み
重ね、間違えた問題は理解し定着させる必
要がある。

児童・生徒の夢や希望の実現に向け、
さらなる学力向上を目指すために…
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６ 本計画の基本方針
墨田区学力向上新３か年計画（第４次）（案）（概要版）

4

前計画の基本的な考え方を継承しつつ、
「目に見える学力」と相関の強い非認知能
力の育成を通じて学力向上を図る。

読解力
当事者意識

インプットから
アウトプット

コミュニケーショ
ン能力

（相手意識）

自己有用感

未来に向け
て進む力

U
P

学力 U
P

非認知能力

ジグソー
学習など

１ 全ての幼稚園及び小・中学校が、非認
知能力の育成に組織的に取り組み、全て
の小・中学校が、学力向上に組織的に取
り組む。

２ 全ての教員が、授業改善を継続して行
う。

３ 教育委員会が、幼稚園、小・中学校、
家庭及び地域と連携し、さらなる学力向
上を図る。

４ 児童・生徒が、夢や希望を持てるよう
にし、学習状況を振り返り、主体的に学
力向上に取り組む。

非認知能力には、自分に関すること（当事者意識）と他者との関わりに関すること（相手意識）がある。
目標達成に向けて、見通しをもち、進捗を調整し、粘り強く取り組むことで、未来に向けて進む力を育む。
また、他者との協働において、相手を思いやり、相手から信頼されることで、自己有用感を育む。
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７ 本計画の目標
墨田区学力向上新３か年計画（第４次）（案）（概要版）

5

【目標１】「墨田区学習状況調査」における「Ａ・Ｂ層の児童・生徒」の割合を増加
させる。

【目標２】「墨田区学習状況調査」における「Ｄ・Ｅ層の児童・生徒」の割合を減少
させる。

【目標３】「全国学力・学習状況調査」における平均正答率を全国平均正答率以上と
する。

【目標４】「墨田区学習状況調査」の意識調査における「目標に向けていつもコツコ
ツ学習している児童・生徒」の割合を増加させる。

【目標５】「墨田区学習状況調査」の意識調査における「テストでまちがえた問題を
あとでやり直している児童・生徒」の割合を増加させる。
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８ 基本方針に沿った取組
墨田区学力向上新３か年計画（第４次）（案）（概要版）

6

所管具体的な取組
ア 全ての幼稚園及び小・中学校が、非認知能力の育成に組織的に取り組
み、全ての小・中学校が、学力向上に組織的に取り組む。

指導室①ジグソー学習の推進【新規】
研究所②墨田区学習状況調査の実施
研究所③墨田区学習状況調査結果を活用したＰＤＣＡサイクルの確立
研究所④全国学力・学習状況調査の実施
研究所⑤学力向上委員会の設置及び学力向上委員⻑の指名
指導室⑥墨田区教育研究奨励事業の実施
庶・研⑦校務のＩＣＴ化による教育の質の向上

イ 全ての教員が、授業改善を継続して行う。
指・研①各教科等の学習活動におけるＩＣＴ活用の促進
指・セ②授業スタイルの確立・実施
研究所③読解力・情報活用能力育成のための教材整備
指導室④学習指導力の向上を図る研修の実施
指導室⑤経験年数や教育課題に対応した研修の実施
指導室⑥習熟度別指導・少人数指導の実施
指導室⑦各教科等の学習における図書館利用の推進
研究所⑧学力向上プランの作成・実施

所管具体的な取組
研究所⑨学習内容を定着させるための教材の活用
研究所⑩幼保小中一貫教育に関する学習指導の取組
研究所⑪「指導のポイント」の作成・活用

ウ 教育委員会が、幼稚園、小・中学校、家庭及び地域と連携し、さらな
る学力向上を図る。

研究所①学習意欲に関する共同研究の成果に基づいた取組
研究所②すみだ教育研究所ニュースの発行・活用
地教③放課後子ども教室における学習支援
地教④家庭と地域の教育力充実事業の実施

地・研⑤ＰＴＡとの連携事業の実施
地教⑥学校支援ネットワーク事業の実施

エ 児童・生徒が、夢や希望をもてるようにし、学習状況を振り返り、主
体的に学力向上に取り組む。

指導室①探究的な学習の推進
研究所②放課後補習の充実
研究所③家庭学習の充実
指導室④学校図書館司書と連携した読書活動の推進
研究所⑤小学校すたーとブック・中学校入学プレブックの配布
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墨田区学力向上新３か年計画（第４次） 
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令和 年 月 

墨田区教育委員会 
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Ⅰ 計画の策定にあたって 

１ 策定の趣旨 

墨田区では、平成２８年度に「墨田区学力向上新３か年計画（第１次）」を策定して

以来、学校・教育委員会・家庭・地域が一体となり、学力向上に取り組んできた。その

後、第２次計画（令和２年度～令和４年度）、第３次計画（令和５年度～令和７年度）へ

と継続的な改善と工夫を重ねてきた結果、墨田区学習状況調査や全国学力・学習状況調

査における各教科の平均正答率が向上するなど、児童・生徒の確かな学力の定着を図っ

ている。 

一方で、学力上位層と下位層の差が拡大する傾向が見られるなど、学力の格差や学習

への意欲に関する課題もある。こうした傾向は全国的にも共通し、中央教育審議会にお

いては、「学ぶ意義を十分に見いだせず、主体的に学びに向かうことができていない子

供が多くなっている＊1」という課題が指摘されている。 

現行の学習指導要領では、「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう

力・人間性等」の三つの資質・能力を柱とし、それらを育成する授業づくりが重視され

ている。それを支える「学習の基盤となる資質・能力」として、言語能力、情報活用能

力及び課題発見・解決能力の育成が重要であると位置付けている。 

また、国は次期学習指導要領の改訂に向け、中央教育審議会で初等中等教育の今後の

あり方について議論されている。そこでは、少子高齢化、グローバル化、生成ＡＩ*２を

はじめとするデジタル技術の急速な発展、気候変動など、急激に変化する社会に対応す

るために、すべての子どもたちが「持続可能な社会の創り手」として、自ら学び続け、

主体的に人生を切り拓く力を育む教育の必要性が示唆され、その充実が求められている。 

こうした国の動向や教育の理念と方向性を踏まえ、学力向上策をより一層充実させて

いくためには、本区がこれまで取り組んできた認知的な学力の定着・向上に加えて、児

童・生徒の学習意欲や主体性といった非認知能力*３の育成にも意図的に取り組む必要が

ある。学びへの意欲を育むことは、児童・生徒が将来の夢や希望を持ち、自らの well-

being＊４を実現していく上での土台となり、学習の意味や価値を実感できる授業づくり、

意欲を引き出す教員の関わりが今後ますます重要となる。 

「墨田区学力向上新３か年計画（第４次）」では、これまでの成果と課題を的確に捉

え、認知能力と非認知能力の両者を効果的に結び付けた指導のあり方が学力向上の今後

の鍵であると考え、児童・生徒の可能性を最大限に引き出す取組を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 中央教育審議会「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（6文科初第 1855 号）」から一部引用。 

※２ 学習したデータに基づいて新しいコンテンツ（テキスト、画像、音声など）を生成する人工知能。 

※３ 非認知能力は、広義には「学力」に含まれるとされ、その重要性が各種調査・研究でも指摘されている。本計画では学

力（テスト等で測定可能な認知能力）の向上目的として、非認知能力のうち特に学力との相関性が高い要素（学習意欲・

粘り強さ・自己調整力・コミュニケーション能力等）に焦点を当てて、集中的・計画的に育成するものとする。 

※４ Well-being（ウェルビーイング）とは、「身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみな

らず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念である。多様な個人がそれぞれ幸せや生きがい

を感じるとともに、個人を取り巻く場や地域、社会が幸せや豊かさを感じられる良い状態にあることも含む包括的な概念

である（「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（諮問）参考資料」）。 
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２ 本計画の位置付け  

本計画は、「知（確かな学力）」に関する理念を具現化するための計画であり、「墨田

区教育施策大綱」「すみだ教育指針」を踏まえて策定する。策定にあたっては、学識経

験者、幼稚園長会代表、小・中学校長会代表、教育委員会事務局で策定検討会を組織し

て議論を重ね、学力向上推進会議で意見も聴取しながら進める。 

 

３ 計画の期間  

本計画の期間は、令和８年度から令和１０年度までとする。 
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Ⅱ 前計画の検証 
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Ⅱ 前計画の検証 

１ 目標の達成状況 

前計画では、令和７年度に達成を目指す「長期目標」と、各計画期間中に達成を目指す

「短期目標」を設定した。 

長期目標及び短期目標の達成状況は、次のとおりである。 

(1) 長期目標 

 

 

 

 

 

 

 

この３年間で、小学６年生は０．７ポイント減少し、中学３年生は２．６ポイント増加

し、中学３年生は令和７年度長期目標を達成した。 

小学６年生は令和７年度目標達成まで７．５ポイントあり、さらに粘り強い取組を行う

必要がある。 

 

（参考）「墨田区学習状況調査」の意識調査において「目標に向けていつもコツコツ学習して

いる児童・生徒」の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.8%

32.8%

36.8%

40.1%
38.7%

41.6%
39.6%

41.6%
42.9%

45.8%

48.8%

47.1%

55.2%
53.0%

56.0%

54.4%

61.4%

61.4%

62.7% 62.9%

64.0%

52.4%
53.4%53.0%53.4%

55.2%
57.5%

54.3%
55.3%

57.8%
59.8%

61.5%
60.5%

62.2%61.4%

66.7% 66.9% 66.6%

63.2%
63.5% 64.1%

62.5%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度

《長期目標１》「墨田区学習状況調査」の意識調査における「目標に向けていつもコツコ

ツ学習している児童・生徒」の割合を、次のとおり増加させる。 

学年 平成28年度 令和元年度 令和４年度 令和７年度 
令和７年度

目標 

小６ ６０.５％ ６６.７％ ６３.２％ ６２.5％ 70％ 

中３ ４７.１％ ５６.０％ ６１.４％ ６４.0％ 60％ 

 

小６ 

中３ 
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この３年間で６年生のＤ・Ｅ層の割合の平均値が１．４２ポイント増加し、中学３年生

のＤ・Ｅ層の割合の平均値が０．０６ポイント増加した。 

小学６年生の社会・英語は令和７年度長期目標を達成した。その他の教科についても年

度により多少の増減はあるものの、順調に推移していると言える。引き続きＤ・Ｅ層の減

少傾向をさらに促進する必要がある。 

（参考） 「墨田区学習状況調査」における各層の定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《長期目標２》「墨田区学習状況調査」における「Ｄ・Ｅ層（学力低位層）の児童・生徒」

の割合を、次のとおり減少させる。                （単位：％） 

学年 教科 平成28年度 令和元年度 令和４年度 令和７年度 
令和7年度

目標 

小６ 

国語 ２９.７％ ２９.３％ ２９.４％ ２７.２％ ２５％ 

社会 ３８.９％ ３１.５％ ３０.０％ ２９.２％ ３０％ 

算数 ４３.３％ ３２.７％ ２７.７％ ３１.２％ ２５％ 

理科 ４２.３％ ３５.５％ ２８.１％ ３２.８％ ３０％ 

英語 － － １４.６％ １６.５％ ３０％ 

中３ 

国語 ３１.５％ ３２.２％ ２７.７％ 2９.９％ ２５％ 

社会 ５０.３％ ４８.４％ ４５.４％ ４６.９％ ３５％ 

数学 ４２.７％ ３８.９％ ４２.３％ ３９.０％ ３０％ 

理科 ５７.５％ ４９.１％ ４８.０％ ４４.２％ ３５％ 

英語 ４０.２％ ３６.７％ ３７.６％ ４１.３％ ３０％ 

 

本調査では、児童・生徒が、学習指導要領に示された内容について標準的な時間をかけて学ん

だ場合、設問ごとに正答できることを期待した児童・生徒の割合を「目標値」として定めている。 

この目標値に対して、「－５ポイント以上＋５ポイント未満」であった場合、目標値と同程度と

みなしＣ層とする。また、Ｃ層より正答率が高い層を、７８パーセントと２２パーセントに分け、

C層に近い側をＢ層、もう一方をＡ層とする。また、Ｄ層、Ｅ層についても同様の考えとする。 
 

（例）目標値が５０％の場合 

50 

Ｃ層 

目標値 
目標値－５ 

ポイント 

45 0 55 100 

目標値＋５ 

ポイント 

45ポイント分 

Ｂ層 Ａ層 Ｄ層 Ｅ層 

55＋45×0.78 

＝90.1 

45ポイント分 

45－45×0.78 

＝9.9 
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(2) 短期目標 

第１次計画、第２次計画及び第３次計画（前計画）の各期間における取組の成果を検

証した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前計画における、Ｄ・Ｅ層に属する児童・生徒の割合に関する短期目標の達成状況は、

次のとおりである。 

 

 

 

 

 

各学年・教科の短期目標をやや高めに設定したため、短期目標を達成した教科数は少

なかったが、小学校は１７教科中３教科で、中学校は１５教科中２教科でＤ・Ｅ層の短

期目標を達成した。 

 

《短期目標１》「墨田区学習状況調査」における「Ｄ・Ｅ層（学力低位層）の児童・生徒」

の割合を、次のとおり減少させる。                （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ★は各計画期間において短期目標を達成した教科、◎は令和 7 年度が令和 4 年度と

比べＤ・Ｅ層の割合が減少した教科を、それぞれ示している。 

短期目標 達成した 達成しなかった 
合計 

Ｄ・Ｅ層の割合 減少した 減少しなかった 減少した 減少しなかった 

小学校 2 1 6 8 17 

中学校 １ １ ４ 9 １5 
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この３年間で小学６年生は、国語で１．３ポイント減少したものの全国平均正答率を

上回った。算数は２．０ポイント、理科で１．２ポイント増加し、算数・理科では短期

目標を達成した。中学３年生は、国語で１．８ポイント、数学で４．２ポイント、理科

で１．６ポイント増加し、国語、数学及び理科で短期目標を達成した。英語は２．４ポ

イント全国平均正答率を上回った。 

 

（《短期目標２》「全国学力・学習状況調査」における全ての教科の平均正答率を、全国（公

立）の平均正答率以上とする（小６・中３）。             

○ 区平均正答率を全国平均正答率と比較したときの値 

・小学校第６学年                        単位：ポイント 

教科 平成28年度 令和元年度 令和４年度 令和7年度 
令和７年度

目標 

※１ 

国語 

国語Ａ －１.５ 
＋２.２ ＋４.４ ＋３.１ ＋５ 

国語Ｂ －１.７ 

※１ 

算数 

算数Ａ －１.６ 

＋２.４ ＋３.８ ＋5.8 ＋５ 
算数Ｂ －１.９ 

理科※２ 
(平成２７年度) 

－１.８ 

(平成３０年度) 

＋２.０ 
＋２.７ ＋3.9 ＋３ 

 

・中学校第３学年                        単位：ポイント 

教科 平成28年度 令和元年度 令和４年度 令和7年度 
令和7年度

目標 

※１ 

国語 

国語Ａ －０.２ 
－１.２ ±０.０ ＋1.8 ＋１ 

国語Ｂ ＋１.６ 

※１ 

数学 

数学Ａ －１.２ 
－１.２ －０.４ ＋3.8 ±０ 

数学Ｂ －１.０ 

理科※２ 
(平成２７年度) 

－２.４ 

(平成３０年度) 

－２.６ 
＋０.７ ＋2.3 ＋１ 

英語※３ － ＋１.０ － 
（令和5年度）

＋２.4 

（令和5年度）

＋3 

※１ 国語及び算数・数学は、平成３０年度まではＡ問題（主として「知識」に関する問題）、

Ｂ問題（主として「活用」に関する問題）が出題されており、令和元年度からは、Ａ問題と

Ｂ問題をまとめ、知識と活用を一体的に問う問題となった。 

※２ 理科は、平成２４年度から３年ごとに実施され、直近では令和７年度に実施された。 

※３ 英語は、令和元年度から３年ごとに実施され、直近では令和５年度に実施された。 
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「家で、『ほぼ毎日』又は『週に４～５日くらい』勉強する」と回答する児童・生徒の

割合は、小学６年生は令和２年度を境に減少し、中学３年生は令和３年度を境に減少し

ている。 

また、「家で、ほとんど勉強しない」と回答する児童・生徒の割合は、小学６年生では

０.２ポイント増加しているものの、中学３年生では０.５ポイント減少した。 

令和６年度からこれらの数値はやや持ち直しているものの、目標達成にはいたらなか

った。家庭学習では、宿題だけではなく、夢や希望の実現に向けて、自分の興味・関心

に合った自習や予習をするための時間として学習習慣を身に付けることが重要である。 

（参考）意識調査において、「家で、週に何日くらい勉強しますか」という質問に対して、「ほ

ぼ毎日」又は「週に４～５日くらい」と回答した児童・生徒の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《短期目標３》「墨田区学習状況調査」の意識調査において、「家で、『ほぼ毎日』又は『週

に４～５日くらい』勉強する」と回答する児童・生徒の割合を増加させ、「家で、ほとん

ど勉強しない」と回答する児童・生徒の割合を減少させる。 

・「家で、『ほぼ毎日』又は『週に４～５日くらい』勉強する」と回答する児童・生徒の割合 

学年 平成２８年度 令和元年度 令和４年度 令和７年度 
令和７年度 

目標 

小６ ６６.８％ ７２.４％ ６３.７％ ６0.８％ ８０％ 

中３ ４７.４％ ５９.１％ ５９.７％ ５６.6％ ６５％ 
 

・「家で、ほとんど勉強しない」と回答する児童・生徒の割合 

学年 平成２８年度 令和元年度 令和４年度 令和７年度 
令和７年度 

目標 

小６ １５.２％ １１.５％ １５.７％ １５.９％  ８％ 

中３ １９.４％ １５.０％ １１.５％ １１.0％ １０％ 

 

46…
46.6%

53.0%

47.4%

56.0% 56.7%

59.1% 59.5%

67.6%

59.7%

60.8%

54.7%
56.6%

66.4% 65.3% 65.4%
66.8%

70.3%
72.9% 72.4% 72.5%

65.0%

63.7%

60.3%

57.4%

60.8%

40%

50%

60%

70%

80%

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度

小６ 

中３ 
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２ 基本方針に基づいた取組の検証（項番は前計画の記載による） 

前計画の４つの基本方針は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

上記の基本方針に基づいた取組の成果及び課題は、次のとおりである。 

 

ア 児童・生徒は、自分で夢や希望を設定し、見通しを持って行動し、振り返り、主体的

に取り組む。 

① 探究的な学習の推進（指導室） 

 （取組）各教科における見方・考え方を総合的に活用し、探究的な学習の推進を図った。

また、その際には、地域教材等、学校独自の特色ある教育活動を行った。 

 （成果）探究的な学習では、地域教材を取り入れるなど学校独自の特色ある教育活動を行

うことで、意欲的に取り組む児童・生徒が増えた。すみだＧＩＧＡスクール授業

研究員の実践発表等により、探究型の学習のプロセスや目的について共通理解を

図ることができた。 

 （課題）探究的な学習を各教科の学習の活動で取り入れていくことを、さらに推進する必

要がある。 

 

② 各教科等の指導におけるＩＣＴ活用の促進（指導室・すみだ教育研究所） 

 【指導室】 

 （取組）令和６年度まで実施した「ＧＩＧＡスクール授業改善研究員」や令和７年度から

開始した「令和の日本型学校教育の実現を目指す授業改善研修」において、一人

１台端末を効果的に活用した実践について研修を行い、その成果を各校に共有し

た。 

学校サポート訪問や指導主事による学校訪問等の機会を活用し、効果的な実践に

ついて指導助言を行った。 

 （成果）各校で一人１台端末を効果的に活用した指導が実践され、「すみだＧＩＧＡスクー

ル構想授業改善ロードマップ」のステップ２の定着が図られた。 

 （課題）「すみだＧＩＧＡスクール構想授業改善ロードマップ」のステップ２を確実に定

着させるとともに、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実に向け

た研修を一層充実させる必要がある。 

 

ア 児童・生徒は、自分で夢や希望を設定し、見通しを持って行動し、振り返り、主

体的に取り組む。 

イ 全ての小・中学校は、組織的に学力向上に取り組む。 

ウ 全ての教員は、日々の授業の工夫・改善に努める。 

エ 学校や教育委員会は、家庭・地域と連携して更なる学力向上を図る。 
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【すみだ教育研究所】 

 （取組）各教科の問題が収録されているソフトウェアを一斉に導入し、主に家庭学習や授

業中の活用を進めた。 

 （成果）個別最適化された学習により、児童・生徒の一人ひとりの習熟度に応じた学習が

可能となった。繰り返し学習することにより基礎・基本の学習内容の定着を図る

ことができた。 

 （課題）ソフトウェアの機能向上等に合わせて活用方法を継続して検討する必要がある。 

 

③ 校務のＩＣＴ化による教育の質の向上（庶務課・すみだ教育研究所） 

 【庶務課】 

 （取組）教員用に校務支援システムを導入した校務用のパソコンとタブレット端末を整備

するとともに、全中学校で自動採点ソフト及び高速複合機を導入した。 

 （成果）テストの採点時間の削減等、教員の校務の効率化を図ることができたほか、児童・

生徒一人ひとりの学習履歴や心の成長の軌跡をデータベース化でき、児童・生徒

の学力向上に向けた支援を行うことができた。 

 （課題）教員が児童・生徒の学力向上に取り組む時間を十分確保できるようにするため、

校務のＩＣＴ化にさらに取り組む必要がある。 

【すみだ教育研究所】 

 （取組）校務支援システム内で「個人学習プロフィール」を作成し、墨田区学習状況調査

において主にＤ・Ｅ層の児童・生徒を対象に、「課題のある内容」や「具体的な手

だて」を入力・活用した。 

 （成果）次年度以降の学級・教科担当等に引き継ぎ、児童・生徒の学習課題について学年

間で継続して把握することができた。 

 （課題）より効果的な活用方法について共有する必要がある。 

 

④ 授業スタイルの確立・実施（指導室） 

 （取組） 「導入」「展開」「まとめ」という授業スタイルを確立するとともに、一単位時間

ごとにアウトプットの時間を設定した。 

また、サポート訪問や学校訪問時に周知した授業スタイルが実施されているか確

認し、指導・助言を行った。 

 （成果）授業スタイルの定着が図られたことで、若手の教員も一定の授業展開を行い、児

童・生徒が考え、主体的に学び、対話する時間やアウトプットの時間を設定し、

学習したことを一人ひとりが振り返ることで、分かったこと、分からなかったこ

とを認識することにつながった。 

 （課題）授業スタイルが確立したことで、活動時間の十分な確保など、児童・生徒の思考

を深めさせるための柔軟な時間配分が必要である。 
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⑤ 学校図書館司書と連携した読書活動の推進（指導室・ひきふね図書館） 

 （取組）学校図書館を利用しやすいように、環境整備を行うとともに、読書月間を設定

し、読書活動の推進を行った。 

また、修学旅行先や授業単元に関連する本を集めた参考図書セット（団体貸出セ

ット）を作成した。 

 （成果）学習内容や学校行事などに関連した本、季節感を味わう本などの紹介や掲示な

ど、環境整備を進めたことで、読書に親しむ習慣を育むことにつながった。 

 （課題）教科等の学習内容や行事と関連した図書を活用した調べ学習等を通じて、情報収

集能力や情報活用能力を高めることが必要である。 

 

⑥ 自分の考えを記述する教材の活用（すみだ教育研究所） 

 （取組）全国学力・学習状況調査などの各問題を学習内容に合わせて活用できるよう、大

問ごとに整備し、学校へ提供した。 

千葉大学との連携事業として「リテラシー育成のための分析、授業開発及び検証

委託」を実施し（令和３年度～令和５年度）、自分の考えを記述する問題としてＰ

ＩＳＡ型リテラシーの演習問題を作成、学校へ提供した。 

 （成果）連携事業を通じて学習ふりかえり期間や各単元の復習時において学習内容を振り

返るためのアウトプット教材として利用することができた。 

 （課題）アウトプット教材を一層充実する必要がある。 

 

⑦ 放課後の補習の充実（指導室・すみだ教育研究所） 

（取組） すみだスクールサポートティーチャー（すみだＳＳＴ）や、エデュケーションア

シスタント（原則、小学校１学年から第３学年に配置）を活用し、学校が行う放

課後学習の支援を行った。 

（成果）放課後補習の実施により、基礎的な学力の定着を図ることができた。 

（課題）放課後補習のための継続的な人材支援体制の確保が必要である。 

 

イ 全ての小・中学校は、組織的に学力向上に取り組む。 

① 墨田区学習状況調査の実施（すみだ教育研究所） 

 （取組）小学２年生～中学３年生の児童・生徒を対象に、墨田区学習状況調査を毎年度実

施した（実施教科は国語、社会、算数（数学）、理科、英語）。 

 （成果）調査結果に基づく分析を行い、児童・生徒の学習状況について的確に把握できた。

学校は調査結果から学力向上を図るための全体計画の作成や個々の教員が作成す

る学力向上プランを作成し、分析結果を各学校と認識の共有を図ることにより、さ

らなる学力向上に向けた取組を推進することができた。 

 （課題）より一層の学力向上のため、学習状況調査を継続して実施するとともに、分析結
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果に基づく課題を明らかにし、授業改善の実効性を高める必要がある。 

② 墨田区学習状況調査結果を活用したＰＤＣＡサイクルの確立（すみだ教育研究所） 

（取組）墨田区学習状況調査の実施、調査結果の分析、学力向上を図るための全体計画の

作成及び学習ふりかえり期間の実施等、学力向上に関わるＰＤＣＡサイクル（１

年間の流れ）に基づき各学校で学力向上に向けた取組を実施した。 

（成果）学習ふりかえり期間におけるふりかえりシートの活用を通じて知識の定着におい

て必要となる学習の振り返りを図る機会がより充実し、学力向上に寄与している。 

（課題）調査結果の分析手法や学習ふりかえり期間における対応方法など、各取組を一層

効果的にするため学校とヒアリング等を通じて共通認識を図る必要がある。 

 

③ 全国学力・学習状況調査、児童・生徒の学力向上を図るための調査の実施（すみだ教育研究所） 

（取組）全国学力・学習状況調査は小学６年生及び中学３年生を対象に実施した。教科

は、毎年度実施している国語及び算数（数学）に加え、令和５年度では中学校英

語、令和７年度には中学校理科が実施された（なお、児童・生徒の学力向上を図

るための調査（都調査）は令和５年度に終了している）。 

（成果）全国学力・学習状況調査は小学校、中学校とも全国平均正答率を上回った。 

（課題）基礎的な問題だけでなく、知識の活用を試す問題についても対応できるよう、日

頃からのアウトプットを重視した授業改善を図る必要がある。 

 

④ 学力向上委員会の設置及び学力向上委員長の指名（すみだ教育研究所） 

（取組） 全ての小・中学校に学力向上委員会を設置し、校長が学力向上委員長を指名した。 

（成果）学習状況調査実施の運営や、調査分析、学習ふりかえり期間の運営等、校長のリ

ーダーシップのもと、組織的にＰＤＣＡサイクルを進めることができた。 

（課題）学力向上委員会及び学力向上委員長が自校の成果や課題について把握し、校長と

連携して学力向上に取り組めるよう、学力向上ヒアリングの機会等を通じて支援

する必要がある。 

 

⑤ 墨田区教育研究奨励事業の実施（指導室） 

 （取組）研究対象校、対象グループ及び対象者に対して補助金を交付し、区立学校・幼稚

園教員の自主的な教育研究活動の奨励を図っている。 

 （成果）特色ある学校づくり推進校及び研究協力校の研究では、「子どもたちの主体性や表

現力の育成、意欲の向上」「ＩＣＴの活用」「学習環境や教材開発の向上」「特別支

援教育の充実」等、都や区の施策・課題に対応した研究主題を基に研究を行うこ

とができた。 

 （課題）研究の成果を実証し、次なる改善点を見いだす必要がある。また、このプロセス

を通じて、教員一人ひとりが研究の意義を深く理解し、自発的な取組が出てくる
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仕組みを構築することが必要である。 

 

ウ 全ての教員は、日々の授業の工夫・改善に努める。 

① 学習指導力の向上を図る研修の実施（指導室） 

 （取組）教員に共通で求められる資質・能力のうち、主として学習指導に関する知識（①

学習者中心の授業の創造、②カリキュラムマネジメント、③授業設計・実践・評

価・改善、④各教科等の専門的知識）を高める研修を行った。 

特にＩＣＴ活用を重点に置いた研修を実施し、「ねらいに沿って授業を展開する力」

「児童・生徒の興味を引き出し、個に応じた指導をする力」「効果的にＩＣＴを活

用し、児童・生徒の主体的な学習を促すことができる力」「学習状況を適切に評価

し、授業を進める力」「授業を振り返り改善する力」の向上を目指す研修会を実施

した。 

 （成果）研修後のアンケート調査にある、「自身の資質を高めることに役立った」では、肯

定的な意見が９割を超えており、主として学習指導に関する知識を高める研修が

できた。 

ＩＣＴ活用を重点に置いた研修会を行うことで、教員のＩＣＴ活用スキルが向上

し、教員がＩＣＴを活用した授業を行う機会が増えたことや、児童・生徒もＩＣ

Ｔを活用して学習に取り組めるようになった。 

 （課題）教員の構成や経験年数に差が見られることから、学校ごとのＯＪＴ研修会を企

画・実施していくことが必要である。 

 

② 経験年数や教育課題に対応した研修の実施（指導室） 

 （取組）１年次から３年次までの若手教員育成研修、中堅教諭等資質向上研修でそれぞれ

職層や経験年数に応じた研修を実施した。その他、各教科等の教育課題に対応し

た研修を実施した。 

 （成果）職層別の研修を開催することで、学びの焦点化や共有化が図られ、より精度の高

い研修内容にすることができた。 

また、教育課題に対しての捉え方も経験年数による共通点が生き、活発な意見交

流を生み出すことができた。 

 （課題）職層や経験年数に合わせ、現在の教育課題の解決に向けた研修となるよう、内容

を充実させていく必要がある。 

 

③ 習熟度別指導・少人数指導の実施（指導室） 

（取組）東京都の習熟度別指導ガイドライン（算数・数学、英語）に基づき、既習事項の

学び直しや反復学習などによる「補充的な指導」だけでなく、発展的な内容の学

習や課題学習などによる「発展的な指導」を行った。 
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 （成果）習熟度によって授業展開や課題設定を変えることで、学習の定着やより発展的な

学びを行うことができた。 

 （課題）習熟度別指導を行うにあたっては、指導方法や教員の配置・力量の把握、学級の

人数配分などについて、指導開始前に十分に検討することの重要性を学校が認識

し、計画的に取り組む必要がある。 

 

④ 各教科等の学習における図書館利用の推進（指導室） 

 （取組）学校図書館スタッフが、各教科の単元に応じて、授業で使用する本を選定し、掲

示や貸し出しを行った。 

また、図書館資料を活用する授業について、児童・生徒が必要な情報を探し、資

料の使い方について学ぶ機会が設定された。 

 （成果）各教科の単元での学習を通し、図書館資料を活用する取組を行うことで、児童・

生徒に情報の探し方や、資料の使い方を身に付けさせることができた。 

 （課題）デジタル図書が増える中、デジタル図書と紙媒体の資料の活用のバランスについ

て検討していくことが必要である。 

 

⑤ 学力向上プランの作成・実施（すみだ教育研究所） 

 （取組）墨田区学習状況調査結果や通常の授業の様子等から児童・生徒の課題を明らかに

し、校長が作成した学力向上全体計画に基づき、具体的な課題解決の方法を小・

中学校の教員が「学力向上プラン」に定め、プランに定めた取組を確実に実行し

た。 

 （成果）各教員の学力向上プランと校長が作成する学力向上を図るための全体計画との整

合性を確保し、全教員が共通の目標に向けて連携することにより、組織的かつ効

果的な学力向上の取組を進めることができた。 

 （課題）学力向上プランで定めた取組内容を着実に行えるよう、教材整備の支援等を継続

的に行う必要がある。 

 

⑥ 学習内容を定着させるための教材の活用（すみだ教育研究所） 

（取組）学習内容を定着させるための教材（ふりかえりシート）やアウトプットのための

教材、タブレット端末で利用できるドリルコンテンツを整備した。学校では、児

童・生徒の学習状況に応じ教材を活用し、「指導の個別化」を図った。 

（成果）学習ふりかえり期間や日々の授業等での学習内容の定着に役立てることができた

ほか、国語・英語においては音声付きの問題を整備したことで、「聞く」力への対

応も図ることができた。 

（課題）記述問題や読解力向上に資する教材等、多様な学習内容に対応した教材のさらな

る充実が求められる。 
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⑦ 指導のポイントの作成・活用（すみだ教育研究所） 

 （取組）小・中学校の教育研究会から推薦された教員による「指導のポイント作成委員会」

を組織し、指導のポイントを作成した。 

 （成果）墨田区学習状況調査において、多くの学校で課題が見られた問題に焦点化して指

導のポイントを作成したため、指導におけるポイントをより明確にすることがで

きた。 

 （課題）指導のポイントの内容が、教員にとってより具体的かつ実践的なものとなるよう

さらに工夫が必要である。 

 

⑧ 教育研究所ニュースの発行・活用（すみだ教育研究所） 

 （取組）全国学力・学習状況調査で課題が見られた問題や、読解力向上に関連するもの、

学校経営や授業改善に関する情報を教育委員会が発行した。 

 （成果）教員の授業改善に役立てることができた。 

 （課題）学力向上のために必要な情報を分析して情報発信することが必要である。 

 

⑨ 学習意欲に関する共同研究の成果に基づいた取組（すみだ教育研究所） 

 （取組）教育委員会は学校へ「学習意欲測定尺度（東京未来大学との学習意欲に関する共

同研究成果）」にかかるデータ提供を行った。 

大学と連携し、学習意欲向上に関する講座を実施した。 

 （成果）データ提供により、学校は、児童・生徒の学習行動についての心理的要素を確認

できた。 

講座を通じて、「なぜ学習が必要なのか」「どのように勉強すると良いのか」等、

児童・生徒、保護者へ直接伝えることができた。 

 （課題）学力向上に向け、児童・生徒の学習意欲等をさらに向上させるための取組を進め

る必要がある。 

 

⑩ 幼保小中一貫教育に関する学習指導の取組（すみだ教育研究所） 

 （取組）「墨田区幼保小中一貫教育推進計画」に基づき、幼児期から中学校卒業までを見

通した学習指導等の取組を実施した。各ブロックにおいて園児を対象とした英語

活動体験を実施した。 

 （成果）各ブロックにおける協議会の開催（年３回）や授業研究（年１回以上）が定着し、

学習に関するブロック内の課題認識の共有を図ることができた。園児が早期から

英語に触れ・慣れ親しむ機会を作ることができた。 

 （課題）教科における連携については教育課程の接続を意識して取り組む必要がある。幼

児の認知能力及び非認知能力を育成するためのブロック内の共通理解を図る必要

がある。 
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⑪ 学校支援ネットワーク事業の実施（地域教育支援課） 

 （取組）子どもたちが地域の方の多様な知識・技術等を学び「生きる力」を育むため、学

習指導要領に対応した「出前授業」を実施した。 

 （成果）地域の方や企業・団体等の講師を学校に派遣する出前授業を行うことにより、子

どもたちは新たな学びを体験するとともに、学ぶ楽しさや気づき・発見を通して

学習意欲を高めることができた。 

（課題）出前授業の実施回数が、新型コロナウイルス感染症の影響により大きく落ち込み、

回復が緩やかなことから、各学校に対し情報発信を強化する必要がある。 

 

エ 学校や教育委員会は、家庭・地域と連携して、更なる学力向上を図る。 

① 放課後子ども教室における学習支援（地域教育支援課） 

 （取組）保護者や地域住民の参画を得ながら、放課後に小学校の空き教室等を活用し、自

主学習の機会を提供した。 

 （成果）学校主体で計画的に実施する「放課後学習」以外に自主学習の機会を提供するこ

とにより、学習機会を増やすことに寄与した。 

 （課題）スポーツ、遊び、体験活動等とバランスも考慮しつつ、総合的な子どもの成長を

支援しながら学習時間を確保する必要がある。 

 

② 家庭と地域の教育力充実事業の実施（地域教育支援課） 

 （取組）家庭教育支援講座、子育て通信の発行、家庭教育学級に対する補助金の交付など

の各種施策を展開した。 

 （成果）親自身が学習する機会を設けることで、家庭教育の振興に寄与した。 

 （課題）より多くの家庭で家庭教育の向上が図られるよう、実施事業の周知・啓発方法等

を検討する必要がある。 

 

③ ＰＴＡとの連携事業の実施（地域教育支援課・すみだ教育研究所） 

（取組）各校ＰＴＡの連合体である区立小学校ＰＴＡ協議会及び区立中学校ＰＴＡ連合会 

が、それぞれ年に１回開催する定期総会や連合ＰＴＡ研修大会等の活動を、共催・

後援の形で支援した。学習状況調査の結果等を説明するとともに、家庭学習の意

義等について周知を図った。 

 （成果）ＰＴＡ研修大会の開催を通じて、現代的な課題についての理解を深め、子どもた

ちの健全な成長を支援するための知識と対策を共有した。この取組により、子ど

もたちの学習面だけではなく、日常生活に関する保護者の意識向上と知識の習得

にも貢献した。 

（課題）各種ＰＴＡ事業において各連合ＰＴＡと連携し、周知・啓発方法等を検討する必

要がある。 

資料3-27



- 16 - 

 

④ すみだチャレンジ教室の実施（すみだ教育研究所） 

 （取組）各校の行う放課後補習の中から教育委員会が実施校を指定し、大学の協力のも

と、放課後の補習教室を開催した。 

 （成果）学力の定着に課題がある児童・生徒に対し、基礎的な知識及び技能の定着と学習

意欲の喚起を図ることができた。 

 （課題）基礎・基本の定着に加え、学習習慣が定着できるよう、子どもに対して励ましの

声をかけることなど、学校や家庭での子どもへの働きかけについて、さらに検討

する必要がある。 

 

⑤ 家庭学習の充実（すみだ教育研究所） 

 （取組）ふりかえりシートやデジタル教材等、家庭で利用できる演習問題を整備した。学

校の指導と家庭学習を組み合わせた指導のあり方を示した。 

 （成果）紙とタブレットの両方の教材を用意したことで、学習内容に応じて効果的に活用

できた。 

 （課題）子どもに対して励ましの声をかけることなど、家庭での学習習慣を一層高めてい

く必要がある。 

 

⑥ 小学校すたーとブック・中学校入学プレブックの配布（すみだ教育研究所） 

（取組）就学を控えた５歳児の保護者に対して、園を通して小学校すたーとブックを作

成・ 配布した。小学６年生に対して、中学校入学プレブックを作成・配布し、

中学入 学の際に中学校が確認するなど、着実な取組を行った。 

（成果）「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」について解説することや、墨田区学習状

況調査の結果から身につけておいてほしい問題等を掲載したことにより、小学校

と中学校の教科連携に役立てることができた。 

（課題）入学を控えた児童・生徒の保護者に向け、家庭での学習習慣の意義と、非認知能

力を伸ばすことの大切さについて理解を深めてもらう取組が必要である。 
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３ 成果及び課題（総括） 

「ア 児童・生徒は、自分で夢や希望を設定し、見通しを持って行動し、振り返り、主

体的に取り組む。」「イ 全ての小・中学校は、組織的に学力向上に取り組む。」「ウ 全て

の教員は、日々の授業の工夫・改善に努める。」「エ 学校や教育委員会は、家庭・地域と

連携して、更なる学力向上を図る。」という基本方針のもと、学力向上に向けた多面的な取

組が展開され、児童・生徒の学力は着実に向上してきた。 特に、墨田区学習状況調査の結

果を活用したＰＤＣＡサイクルの構築により、校長による明確なビジョンとマネジメント

のもと、学校全体で学力向上に向けた取組が推進されたことや、教員による授業改善が日

常的に積み重ねられてきたことが、学力定着の基盤となった。こうした取組は、第４次計

画においても継承・発展すべきである。 

また、前計画の長期目標や短期目標から、次の成果及び課題が明らかになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 《長期目標１》の達成状況から、中学校では目標を達成したが、小学校では目標達

成に至らず、粘り強く学習に取り組む児童の割合が伸び悩んでいる。児童が学習の目

標を持ち、自律的に学ぶ力を育てるための具体的な方策が引き続き必要である。 

○ 《長期目標２》及び《短期目標１》の達成状況から、全体としてＤ・Ｅ層の割合は

おおむね減少傾向にあるが、一部で増加が見られた。平均点が上昇する一方で、学力

分布の広がりが見られる状況にあるため、引き続きＤ・Ｅ層の減少傾向をさらに促進

し、Ａ・Ｂ・Ｃ層に引き上げていく必要がある。 

○ 《短期目標２》では、小・中学校ともに全国平均を上回り、基礎的な学力の定着に

一定の成果が見られた。今後は、記述式への対応、思考力・判断力・表現力等を高め

るための発展的な学習の充実が求められる。 

○ 《短期目標３》の達成状況では、小・中学校ともに家庭学習への取組が少しずつ現

れている一方で、家庭学習の習慣づくりに引き続き取り組む必要がある。 

これらの成果と課題を踏まえ、第４次計画では、学力向上を一層効果的に進めるた

め、「学習意欲」「粘り強さ」「自己調整力」といった非認知能力の育成と、「分かる授

業」「組織的な学校づくり」の両面から、具体的な取組を着実に推進していくことが

求められる。 
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４ 墨田区学力向上新３か年計画（第３次）における取組に関する調査結果  

⑴ 調査概要  

ア 調査内容  

墨田区学力向上新３か年計画（第３次）（令和５年度～令和７年度）の「基本方針

に沿った主な事業」の各事業の効果性について、 

   ★★★★★ とてもそう思う 

   ★★★★  そう思う 

   ★★★   どちらとも言えない 

   ★★    そうは思わない 

   ★     全くそうは思わない 

の５件法で調査を実施した。 

イ 調査対象  

区立幼稚園・小学校・中学校に勤務する園長、校長、副園長、副校長、主幹教諭、

指導教諭、主任教諭、教諭 

ウ 調査方法  

インターネットを活用した調査  

エ 調査期間  

令和７年７月１５日（火）～８月７日（木）  

オ 回答者数  

６２７件  

⑵ 調査結果 

   次頁に続くグラフのとおり 
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